
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年５月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４広第３１号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２６年１月１３日 ０５時１０分ごろ 

発生場所 愛媛県愛南町小地
お じ

島北岸 

 愛南町所在の高茂
こ う も

埼灯台から真方位３０４°２.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°５５.９′ 東経１３２°２５.９′） 

事故等調査の経過  平成２６年２月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第三十八共栄
きょうえい

丸、１９４トン 

 １１６９１０、共栄海運有限会社 

 乗組員等に関する情報 船長、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 球状船首に亀裂、両舷ビルジキールの船首部に曲損 

 事故等の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、船長が、単独で操舵輪の前に立

って手動操舵に当たり、高茂埼北西方沖を南南東進中、暗闇の中、船

首方に小地島の島影を認めていたが、まだ距離があると思っていたと

ころ、平成２６年１月１３日０５時１０分ごろ小地島北岸の岩場に乗

り揚げた。 

 船長は、慌てて機関を中立とした後、船内外の点検を行い、異常が

なかったので、上げ潮を待って離礁し、愛媛県宇和島市宇和島港に帰

った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０７時１３分 

 その他の事項 

 

本船は、船首喫水が約１.２ｍ、船尾喫水が約３.８ｍであった。 

 船長は、ＧＰＳプロッター及び０.７５Ｍレンジとしたレーダーを

作動させていたが、レーダー画面を見ていれば、前方が見えにくくな

るので、狭い所を通航するときは、目視で見張りをしていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、高茂埼北西方沖を南南東進中、船長が、船首方に小地島の

島影を認めていたが、目視により、距離があると思い、航行を続けた

ことから、小地島北岸の岩場に乗り揚げたものと考えられる。 



 

原因  本事故は、夜間、本船が、高茂埼北西方沖を南南東進中、船長が、

船首方に小地島の島影を認めていたが、目視により、距離があると思

い、航行を続けたため、小地島北岸の岩場に乗り揚げたことにより発

生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船位の確認は、目視のみでなくレーダー、ＧＰＳプロッターなど

の計器を適切に利用すること。 

 


